
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ５－３１９００ 浴槽等部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ５－３１９０ 一 浴槽等部品及び付属品 

Ｄ５－３１９１ 全 浴槽用かくはん器 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

浴槽用エプロン 浴槽用あか取り具 ふろふた移動防止具 

浴室用まくら 浴槽用かくはん器 浴槽用かき棒 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

浴槽等の部品、付属品で、下位の分類に該当しないもの。 
登録 1155065号 
浴槽用エプロン 
1 

登録 839836号 
浴槽内温水攪拌器

登録 726885号 
浴槽用攪拌棒 

登録 1153664号 
浴槽用あか取り具 

登録 1087441号 
浴槽用循環口 
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2 

意匠分類定義カード

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

排水栓はＭ２－８３。浴槽用発泡器（カバー、ノズル等部品、付属品も含む）はＣ４－１８。 

幼児入浴用補助具はＤ５－３００。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

C4-18 
登録 1148121号 
浴槽用気泡発生器 

 


